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 中 学 校 の 部 活 動 は 、 学 校 教 育 活 動 の 一 環 と し て 行 わ れ 、 生 涯 に わ た っ て 、 ス ポ ー

ツ や 文 化 な ど に 興 味 と 関 心 を も っ た 同 好 の 生 徒 が 、 顧 問 を は じ め と し た 関 係 者 の 指

導 の も と 、体 力 の 向 上 や 健 康 の 増 進 、技 能・技 術 の 向 上 を 図 る こ と の で き る 自 発 的 ・

自 主 的 に 行 う 教 育 活 動 で あ り ま す 。  

 ま た 、 自 主 性 や 協 調 性 、 責 任 感 、 連 帯 感 な ど を 育 成 す る と と も に 、 部 員 同 士 が 同

じ 目 標 に 向 か っ て 取 り 組 む こ と で 、 豊 か な 人 間 関 係 を 築 く な ど 、 心 身 と も に 健 全 な

育 成 を 図 る こ と が で き る な ど 、 部 活 動 は 、 生 徒 の 生 き る 力 を 育 む こ と に お い て 、 計

り 知 れ な い 大 き な 役 割 を 果 た し て き て お り ま す 。  

 し か し な が ら 、子 供 た ち の 教 育 環 境 を 取 り 巻 く 状 況 も 変 化 し 、近 年 で は 、運 動 部 、

文 化 部 を 問 わ ず 、 適 切 な 休 養 を 伴 わ な い 活 動 に よ る 授 業 へ の 影 響 を は じ め 、 ス ポ ー

ツ 障 害 の 懸 念 や 専 門 的 な 指 導 力 を 持 っ た 顧 問 の 不 足 、 連 日 ま た は 長 時 間 に わ た る 活

動 が 教 員 の 長 時 間 労 働 や 多 忙 化 に つ な が っ て い る こ と な ど 、 解 消 す べ き 新 た な 課 題

に も 直 面 し て い ま す 。 

 こ の よ う な 現 状 や 課 題 を 踏 ま え 、 各 校 で は 、 部 活 動 の 現 状 に お け る 課 題 解 決 を 目

指 す た め に 、 持 続 可 能 な 中 学 校 の 部 活 動 の あ り 方 を 共 有 し 、 各 校 に お い て 教 育 活 動

の 一 環 と し て 適 切 に 行 わ れ る よ う 、「 富 士 川 町 中 学 校 運 動 部 活 動 ガ イ ド ラ イ ン 」を 策

定 し ま し た 。  

 各 校 に お か れ ま し て は 、 こ の ガ イ ド ラ イ ン を 踏 ま え 、 学 校 教 育 目 標 や 目 指 す 生 徒

像 の 実 現 に 向 け て 、全 教 職 員 で 部 活 動 の あ り 方 な ど に つ い て の 必 要 な 検 討 や 見 直 し 、

創 意 工 夫 な ど を 進 め 、 そ れ ぞ れ の 特 色 を 活 か し た 適 切 で 効 果 的 な 指 導 を 行 う こ と に

よ り 部 活 動 が 一 層 充 実 し 、 生 徒 の 健 や か な 成 長 に 寄 与 す る こ と を 期 待 し ま す 。  

平 成 ３ ０ 年 ４ 月  

富 士 川 町 教 育 委 員 会  教 育 長  野  中  正  人 

はじめに 
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 生 徒 の 自 主 的 、 自 発 的 な 参 加 に よ り 行 わ れ る 部 活 動 は 、 ス ポ ー ツ や 文 化 等 に 親 し

ま せ 、 学 習 意 欲 の 向 上 や 責 任 感 、 連 帯 感 の 涵 養 等 に 資 す る も の と し て 、 学 校 教 育 の

一 環 と し て 行 わ れ て い る 。 

 ま た 、 部 活 動 は 、 異 年 齢 と の 交 流 の 中 で 、 生 徒 同 士 や 生 徒 と 教 員 等 と の 好 ま し い

人 間 関 係 の 構 築 を 図 っ た り 、 生 徒 自 身 が 活 動 を 通 し て 自 己 肯 定 感 を 高 め た り す る な

ど 、 大 き な 教 育 的 意 義 を 有 す る も の と し て 、 各 学 校 に お い て 活 動 が 行 わ れ て い る 。 

し か し 、 社 会 ・ 経 済 の 変 化 等 に 伴 い 、 教 育 等 に 関 わ る 課 題 は 複 雑 化 ・ 多 様 化 し 、

子 供 た ち の 教 育 環 境 を 取 り 巻 く 状 況 も 大 き く 変 化 し て お り 、 部 活 動 に つ い て も 、 部

活 動 指 導 が 教 員 の 長 時 間 労 働 に つ な が っ て い る こ と や 、 適 切 な 休 養 を 伴 わ な い 、 行

き 過 ぎ た 活 動 に よ る 授 業 へ の 影 響 や ス ポ ー ツ 障 害 の 懸 念 な ど 、 様 々 な 課 題 が 指 摘 さ

れ て い る 。  

こ う し た こ と か ら 、 運 動 部 活 動 に つ い て は 、 少 子 化 が 進 展 す る 中 、 将 来 に お い て

も 、 全 国 の 生 徒 が 生 涯 に わ た る 豊 か な ス ポ ー ツ ラ イ フ を 実 現 す る 資 質 ・ 能 力 を 育 む

基 盤 と し て 運 動 部 活 動 を 持 続 可 能 な も の と し 、 ニ ー ズ に 応 じ た 活 動 が で き る よ う 、

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 に ス ポ ー ツ 庁 が 「 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 総 合 的 な ガ イ ド ラ イ

ン 」 （ 以 下 「 ス ポ ー ツ 庁 ガ イ ド ラ イ ン 」 と い う 。 ） を 策 定 し 、 こ れ を 踏 ま え た 活 動

方 針 の 策 定 を 、 都 道 府 県 教 育 委 員 会 及 び 市 町 村 教 育 委 員 会 等 に 求 め た 。  

 ま た 、 県 教 育 委 員 会 で は 、 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 に 「 教 員 の 多 忙 化 改 善 に 関 す る 取 組 方

針 」 を 策 定 し 、 部 活 動 指 導 の 負 担 軽 減 を 図 る た め 、 部 活 動 の 適 切 な 休 養 日 の 設 定 や

外 部 人 材 の 活 用 促 進 な ど の 改 善 方 策 を 講 ず る と と も に 、 県 と し て の 部 活 動 指 導 に 関

す る ガ イ ド ラ イ ン を 策 定 す る こ と と し 、 平 成 30年 3月 に 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 特 別

支 援 学 校 を 対 象 に 「 や ま な し 運 動 部 活 動 ガ イ ド ラ イ ン 」 を 策 定 し た 。  

こ の よ う な こ と か ら 、 富 士 川 町 教 育 委 員 会 で は 、 管 内 中 学 校 を 対 象 と し 、 生 徒 に

と っ て 望 ま し い 運 動 部 活 動 の 環 境 を 構 築 す る と い う 観 点 に 立 ち 、運 動 部 活 動 が 地 域 、

学 校 等 に 応 じ て 最 適 な 形 で 実 施 さ れ る よ う 、 町 教 育 委 員 会 と 学 校 に お け る 体 制 整 備

等 を 推 進 す る た め 、 「 富 士 川 町 中 学 校 運 動 部 活 動 ガ イ ド ラ イ ン 」 を 策 定 す る 。  

本 ガ イ ド ラ イ ン に 沿 っ て 、 学 校 、 運 動 部 顧 問 教 員 及 び 部 活 動 指 導 員 （ 以 下 「 運 動

部 顧 問 」 と い う 。） が 、 運 動 部 活 動 で の 運 営 や 具 体 的 な 指 導 の 在 り 方 、 内 容 や 方 法 に

つ い て 必 要 な 検 討 、 見 直 し 、 創 意 工 夫 、 改 善 を 進 め 、 そ れ ぞ れ 学 校 の 特 色 を 生 か し

た 取 組 を 行 う こ と に よ り 、 運 動 部 活 動 を 一 層 充 実 さ せ て い く 必 要 が あ る 。  

 

 

 

（１）運動部活動の方針の策定等 

校 長 及 び 運 動 部 顧 問 は 、生 徒 、保 護 者 及 び 地 域 の 理 解 や 協 力 体 制 を 整 え る た め 、

１ ガイドライン策定の趣旨等 

２ 適切な運営のための体制整備 
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以 下 の 点 に 取 り 組 む 。 

 

 

 

 

 

 

［ 公 表 す る 場 の 設 定 例 ］ 

・ Ｐ Ｔ Ａ 総 会 等 で 学 校 経 営 方 針 と と も に 、 運 動 部 活 動 に 係 る 活 動 方 針 を 説 明 す る 。 

・ 学 校 の 運 動 部 活 動 に 係 る 活 動 方 針 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 へ 掲 載 す る 。 

・ 授 業 参 観 や 学 級 懇 談 会 な ど 、 全 校 の 保 護 者 が 集 ま る 機 会 に 、 運 動 部 活 動 毎 の 懇 談 

会 等 を 設 定 し て 、活 動 計 画 に つ い て 説 明 を 行 い 、保 護 者 へ の 理 解 と 協 力 を 求 め る 。  

 

 

 

 

 

 

（２）指導・運営に係る体制の構築 

①  教 育 委 員 会 は 、運 動 部 顧 問 を 対 象 と す る ス ポ ー ツ 指 導 に 係 る 知 識 及 び 実 技 の  

質 の 向 上 、 並 び に 学 校 の 管 理 職 を 対 象 と す る 運 動 部 活 動 の 適 切 な 運 営 に 係 る  

実 効 性 の 確 保 を 図 る た め の 研 修 等 の 取 組 を 行 う 。  

②  教 育 委 員 会 は 、各 学 校 の 生 徒 や 教 員 の 数 、部 活 動 指 導 員 の 配 置 状 況 や 校 務 分  

担 の 実 態 等 を 踏 ま え 、 必 要 に 応 じ て 部 活 動 指 導 員 を 任 用 し て 学 校 に 配 置 す る  

こ と と し 、 部 活 動 指 導 員 の 任 用 ・ 配 置 を し た 場 合 は 、 定 期 に 研 修 を 行 う 。  

③  校 長 は 、生 徒 や 教 員 の 数 、部 活 動 指 導 員 の 配 置 状 況 を 踏 ま え 、運 動 部 顧 問 を  

複 数 配 置 し 、 指 導 内 容 の 充 実 、 生 徒 の 安 全 確 保 、 教 員 の 長 時 間 勤 務 の 解 消 等  

の 観 点 か ら 円 滑 に 部 活 動 を 実 施 で き る よ う 、 適 正 な 数 の 運 動 部 活 動 を 設 置 す  

る 。 

④  校 長 は 、運 動 部 顧 問 の 決 定 に 当 た っ て は 、校 務 全 体 の 効 率 的 ・効 果 的 な 実 施  

に 鑑 み 、 教 員 の 他 の 校 務 分 掌 や 、 部 活 動 指 導 員 の 配 置 状 況 を 勘 案 し た 上 で 行  

う な ど 、 適 切 な 校 務 分 掌 と な る よ う 留 意 す る と と も に 、 学 校 全 体 と し て の 指  

導 ・ 運 営 に 係 る 体 制 の 構 築 を 図 る 。  

⑤  校 長 は 、毎 月 の 活 動 計 画 及 び 活 動 実 績 の 確 認 等 に よ り 、各 運 動 部 活 動 の 活 動  

内 容 を 把 握 し 、生 徒 が 安 全 に 活 動 を 行 い 、教 員 の 負 担 が 過 度 と な ら な い よ う 、  

適 宜 、 指 導 ・ 是 正 を 行 う 。 

⑥  教 育 委 員 会 及 び 校 長 は 、 教 員 の 適 切 な 部 活 動 指 導 の 観 点 か ら 、 法 令 に 則 り 、 

業 務 改 善 及 び 勤 務 時 間 管 理 等 を 行 う 。  

 

「 運 動 部 活 動 に 係 る 活 動 方 針 」 記 載 事 項 （ 例 ） 

□ 目 的  □ 活 動 日 及 び 活 動 時 間  □ 設 置 部 活 動 

□ 運 動 部 の 顧 問 （ 教 員 、 部 活 動 指 導 員 、 外 部 指 導 者 ）  

□ 休 養 日  

 

◆ 校 長 は 、 学 校 教 育 目 標 の 実 現 に 向 け て 本 ガ イ ド ラ イ ン に 則 り 、 毎 年 度 「 学 校  

の 運 動 部 活 動 に 係 る 活 動 方 針 」 を 策 定 し 、 公 表 す る 。  

◆ 運 動 部 顧 問 は 、 「 学 校 の 運 動 部 活 動 に 係 る 活 動 方 針 」 に 基 づ き 、 年 間 の 活 動  

計 画 並 び に 毎 月 の 活 動 計 画 及 び 活 動 実 績 を 作 成 し 、 校 長 に 提 出 す る 。  
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⑦  教 育 委 員 会 及 び 校 長 は 、生 徒 の ス ポ ー ツ 環 境 の 充 実 の 観 点 か ら 、学 校 や 地 域  

の 実 態 に 応 じ て 、 地 域 の ス ポ ー ツ 団 体 と の 連 携 、 保 護 者 の 理 解 と 協 力 、 民 間  

事 業 者 の 活 用 等 に よ り 、 地 域 に お け る ス ポ ー ツ 環 境 整 備 を 進 め る 。 

 

 

 

 

（ １ ） 校 長 及 び 運 動 部 顧 問 は 、 運 動 部 活 動 の 実 施 に 当 た り 、 「 運 動 部 活 動 で の 指 導 

の ガ イ ド ラ イ ン 」 （ 平 成 ２ ５ 年 ５ 月 文 部 科 学 省 ） に 則 り 、 生 徒 の 心 身 の 健 康 管  

理 、 事 故 防 止 及 び 体 罰 ・ ハ ラ ス メ ン ト の 根 絶 を 徹 底 す る 。 教 育 委 員 会 は 、 学 校  

に お け る こ れ ら の 取 組 が 徹 底 さ れ る よ う 、 学 校 保 健 安 全 法 等 も 踏 ま え 、 適 宜 、  

支 援 及 び 指 導 ・ 是 正 を 行 う 。  

 

（ ２ ） 運 動 部 顧 問 及 び 外 部 指 導 者 （ 以 下 「 運 動 部 顧 問 等 」 と い う 。 ） は 、 ス ポ ー ツ 

医 ・ 科 学 の 見 地 か ら は 、 ト レ ー ニ ン グ 効 果 を 得 る た め に 休 養 を 適 切 に 取 る こ と  

が 必 要 で あ る こ と 。 ま た 、 過 度 の 練 習 が ス ポ ー ツ 障 害 ・ 外 傷 の リ ス ク を 高 め 、  

必 ず し も 体 力 ・ 運 動 能 力 の 向 上 に つ な が ら な い こ と 等 を 正 し く 理 解 す る と と も  

に 、 生 徒 の 体 力 の 向 上 や 、 生 涯 を 通 じ て ス ポ ー ツ に 親 し む 基 礎 を 培 う こ と が で  

き る よ う 、 生 徒 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 十 分 に 図 り 、 生 徒 が バ ー ン ア ウ ト す る  

こ と な く 、 技 能 や 記 録 の 向 上 等 そ れ ぞ れ の 目 標 を 達 成 で き る よ う 、 競 技 種 目 の  

特 性 等 を 踏 ま え た 科 学 的 ト レ ー ニ ン グ の 積 極 的 な 導 入 等 に よ り 、 休 養 を 適 切 に  

取 り つ つ 、 短 時 間 で 効 果 が 得 ら れ る 指 導 を 行 う 。  

 

（ ３ ） 運 動 部 顧 問 等 は 、 適 切 な 健 康 管 理 を 行 い 、 専 門 的 見 地 を 有 す る 保 健 体 育 担 当 

教 諭 や 養 護 教 諭 等 と 連 携 ・ 協 力 し 、 発 達 の 個 人 差 や 女 子 の 成 長 期 に お け る 体 と  

心 の 状 態 等 に 関 す る 正 し い 知 識 を 得 た 上 で 指 導 を 行 う 。  

３ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 
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（１）安全対策の徹底 

運 動 部 顧 問 等 は 、 自 身 は も と よ り 生 徒 の 安 全 意 識 を 高 め 、 日 頃 か ら 事 故 を 未  

然 に 防 ぐ こ と が で き る よ う に 施 設 ・ 設 備 ・ 用 具 の 点 検 や 、 安 全 確 認 の 習 慣 化 を  

図 り 、 健 康 や 環 境 に 十 分 に 留 意 し て 活 動 に 取 り 組 む 。  

（２）体罰等の根絶 

体 罰 は 、学 校 教 育 法 第 １ １ 条 に お い て 禁 じ ら れ て い る 。校 長 、運 動 部 顧 問 等 及  

び 学 校 関 係 者 は 、体 罰 等 を 厳 し い 指 導 と し て 正 当 化 す る こ と は 誤 り で あ り 、決 し

て 許 さ れ な い も の で あ る と の 認 識 を も ち 、そ れ ら を 根 絶 す る 取 組 を 徹 底 す る 。ま

た 、部 活 動 内 の 先 輩 、後 輩 等 の 生 徒 間 で も 同 様 の 行 為 が 行 わ れ な い よ う に 指 導 す

る こ と が 必 要 で あ る 。 

［ ◆ 体 罰 等 と 考 え ら れ る 例 ］  

・ 言 葉 や 態 度 に よ る 脅 し 、 威 圧 ・ 威 嚇 的 発 言 や 行 為 、 嫌 が ら せ 等 を 行 う 。  

・ 熱 中 症 の 発 症 が 予 見 さ れ 得 る 状 況 下 で 、 長 時 間 ラ ン ニ ン グ を さ せ る 。  

 

（３）スポーツ障害・バーンアウトの予防 

   運 動 部 顧 問 等 は 、 短 期 的 な 成 果 の み を 求 め る 活 動 に よ っ て 、 生 徒 の 将 来 に ま

で 深 刻 な 影 響 を 与 え る 場 合 が あ る こ と を 十 分 に 認 識 す る 。 ま た 、 練 習 の ね ら い

を 明 確 に し 、 短 時 間 で 達 成 感 を 味 わ う こ と が で き る 活 動 と な る よ う 工 夫 す る 。  

 

（４）科学的トレーニング 

   運 動 部 顧 問 等 は 、 自 身 の こ れ ま で の 実 践 、 経 験 に 頼 る だ け で な く 、 ス ポ ー ツ 

医 ・ 科 学 の 研 究 成 果 を 積 極 的 に 取 り 入 れ 、 指 導 場 面 で 活 用 す る こ と が 重 要 で あ  

る 。 そ の 際 は 、 指 導 す る 対 象 生 徒 の 発 育 ・ 発 達 段 階 を 踏 ま え て 適 切 に 行 う 。  

 

（５）女子特有の健康問題への正しい理解 

思 春 期 女 子 特 有 の 健 康 問 題 に は 、 月 経 関 連 疾 患 が あ る 。 特 に 、 「 運 動 性 無 月  

経 」 は 、 運 動 量 に 見 合 っ た 食 事 が 摂 れ て い な い こ と で 起 こ る 。 

「 無 月 経 」に な る と 女 性 ホ ル モ ン が 低 下 し 、疲 労 骨 折 の リ ス ク が 高 ま る た め 、  

運 動 部 顧 問 等 は 、 生 徒 が 相 談 し や す い 環 境 づ く り に 努 め る 。  

［ ◆ 運 動 性 無 月 経 に な っ て い る 女 子 生 徒 へ の 対 応 ］  

・ 減 少 し た 体 重 を 回 復 さ せ る 。  

・ 運 動 量 に 合 っ た 食 事 を 摂 ら せ る 。 な ど  

◆指導する際の留意点 
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◆  学 期 中 は 、 週 当 た り ２ 日 以 上 の 休 養 日 を 設 け る 。（ 平 日 は 少 な く と も  

１ 日 、土 曜 日 及 び 日 曜 日 は 少 な く と も １ 日 以 上 を 休 養 日 と す る 。た だ し 、

シ ー ズ ン 期 （ 教 育 内 大 会 （ ※ ２ ） ４ 週 間 前 ） の 週 休 日 に 両 日 活 動 す る 場

合 に は 、 休 養 日 を 他 の 日 に 振 り 替 え る 。）  

◆  生 徒 の １ 日 の 活 動 時 間 は 、長 く と も 平 日 で は ２ 時 間 程 度 、学 校 の 休 業 日

（ 学 期 中 の 週 末 を 含 む ） は ３ 時 間 程 度 と し 、 で き る だ け 短 時 間 に 合 理 的

で か つ 効 率 的 ・ 効 果 的 な 活 動 を 行 う 。  

［ ◇ 留 意 点 ］  

・ 長 期 休 業 中 は 、学 期 中 の 休 養 日 の 設 定 に 準 じ た 扱 い を 行 う 。ま た 、生 徒  

が 十 分 な 休 養 を 取 る こ と が で き る と と も に 、 部 活 動 以 外 に も 多 様 な 活 動

を 行 う こ と が で き る よ う 、 あ る 程 度 長 期 の 休 養 期 間 （ オ フ シ ー ズ ン ） を

設 け る 。  

・「 き ず な の 日 」 は 休 養 日 と し 、 教 員 と 生 徒 が ふ れ あ う 時 間 を 創 出 す る 。  

・  定 期 試 験 前 後 の 一 定 期 間 は 休 養 日 と し 、 生 徒 が 学 習 時 間 を 確 保 で き る  

よ う 配 慮 す る 。  

 

 

 

（ １ ） 運動部活 動に おける休 養日及び 活 動時間に ついては 、成長期に ある生徒 が 、

運動、食 事、休 養及び 睡眠のバ ランスの と れた生活 を送るこ と ができる よう、

スポーツ 医・科学 の 観点から のジュニ ア 期におけ るスポー ツ 活動時間 に関す

る研究 （ ※ １ ） も 踏ま え、以下 の基準と す る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ ◆ 休 養 日 等 の 設 定 例 ］ 

・ 土 曜 日 及 び 日 曜 日 に 教 育 内 大 会 へ 出 場 す る た め 、 翌 週 に 休 養 日 を 設 定 す る 。  

・ 夏 季 休 業 中 は 、 ５ 日 間 の 長 期 休 養 期 間 を 設 定 す る 。  

 

（ ２ ） 校 長 は 、 ２ （ １ ） に 掲 げ る 「 学 校 の 運 動 部 活 動 に 係 る 活 動 方 針 」 の 策 定 に 当

た っ て は 、 ス ポ ー ツ 庁 ガ イ ド ラ イ ン を 踏 ま え る と と も に 、 県 及 び 町 が 策 定 し た

ガ イ ド ラ イ ン の 方 針 に 則 り 、 各 運 動 部 活 動 の 休 養 日 及 び 活 動 時 間 等 を 設 定 し 、

公 表 す る 。ま た 、各 運 動 部 の 活 動 内 容 を 把 握 し 、適 宜 、指 導・是 正 を 行 う な ど 、

そ の 運 用 を 徹 底 す る 。 

 

※ １  「 ス ポ ー ツ 医 ・ 科 学 の 観 点 か ら の ジ ュ ニ ア 期 に お け る ス ポ ー ツ 活 動 時 間 に つ い て 」（ 平 成 29年 12月 18

日 公 益 財 団 法 人 日 本 体 育 協 会 ） に お い て 、 研 究 等 が 競 技 レ ベ ル や 活 動 場 所 を 限 定 し て い る も の で は な い こ

と を 踏 ま え た 上 で 、 「 休 養 日 を 少 な く と も 1週 間 に １ ～ ２ 日 設 け る こ と 、 さ ら に 、 週 当 た り の 活 動 時 間 に

お け る 上 限 は 、 16時 間 未 満 と す る こ と が 望 ま し い 」 こ と が 示 さ れ て い る 。  

※ ２  教 育 内 大 会 と は 、 「 教 員 特 殊 業 務 手 当 の 運 用 に つ い て （ 通 知 ） 」 （ 教 福 第 1827号 平 成 27年 3月 ） 別 表

４ 適切な休養日等の設定 
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第 2及 び ３ に 示 さ れ て い る 大 会 等 。  

 

 

 

 

（ １ ）  教 育 委 員 会 は 、 学 校 の 運 動 部 が 参 加 す る 大 会 ・ 試 合 の 全 体 像 を 把 握 し 、 週 末

等 に 開 催 さ れ て い る 様 々 な 大 会 ・試 合 に 参 加 す る こ と が 、生 徒 や 運 動 部 顧 問 の

過 度 な 負 担 と な ら な い よ う 、必 要 に 応 じ て 大 会 等 の 統 廃 合 等 を 主 催 者 に 要 請 す

る 。 

 

（ ２ ） 校 長 及 び 運 動 部 顧 問 は 、教 育 内 大 会 以 外 の 大 会 や 練 習 試 合 等 に つ い て 、次 に

よ り 見 直 し を 行 う 。  

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ） 校 長 は 、 部 員 数 の 減 少 等 に 伴 い 、 大 会 等 に 出 場 す る 人 数 を 満 た さ な く な っ た

場 合 は 、生 徒 の 活 動 機 会 が 損 な わ れ る こ と が な い よ う 、複 数 校 合 同 チ ー ム や 合

同 練 習 な ど の 取 組 を 推 進 す る 。  

 

（ ４ ）  校 長 は 、 部 活 動 の 統 合 や 休 部 ・ 廃 部 を 検 討 す る 場 合 に は 、 所 属 す る 生 徒 や そ

の 保 護 者 に 対 し て 、 議 論 の 過 程 や 検 討 結 果 な ど を 十 分 に 説 明 し 、丁 寧 に 対 応 す

る 。 

 

 

 

 

・ 本 ガ イ ド ラ イ ン は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 ・ 本 ガ イ ド ラ イ ン は 、 運 動 部 活 動 を 取 り 巻 く 社 会 情 勢 や 住 民 意 識 の 変 化 等 の 諸 環 

境 の 変 化 を 踏 ま え 、 必 要 な 見 直 し を 行 う も の と す る 。  

な お 、５（ １ ）の 学 校 の 運 動 部 が 参 加 す る 大 会 等 に つ い て は 、学 校 に お け る 運

動 部 活 動 が 持 続 可 能 な も の と な る よ う 、国 等 の 動 向 、各 学 校 が 参 加 す る 大 会 等 の

全 体 像 及 び 教 育 的 意 義 、運 動 部 活 動 に 対 す る ニ ー ズ な ど を 踏 ま え 、そ の 在 り 方 を

検 討 し 、 大 会 数 の 上 限 の 目 安 等 を 定 め る も の と す る 。  

５ 参加する大会や練習試合等の見直し 

６ その他 

◆  校 長 は 、生 徒 の 教 育 的 意 義 、生 徒 や 運 動 部 顧 問 、保 護 者 の 負 担 等 が 過 度 と な

ら な い こ と を 考 慮 し て 、 参 加 す る 大 会 等 を 精 査 す る 。  

◆  運 動 部 顧 問 は 、シ ー ズ ン 期 と シ ー ズ ン 期 以 外 の 活 動 が 、メ リ ハ リ の つ い た 活

動 と な る よ う 、 参 加 す る 大 会 等 を 精 選 し 、 年 間 活 動 計 画 に 参 加 す る 大 会 等 を

位 置 付 け る 。  


